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日本年金機構は、老齢年金の受給者へ「平成 27 年
分公的年金等の源泉徴収票」を 2月中旬までに郵送し
ます。確定申告などに必要ですので大切に保管してく
ださい。
国民年金・厚生年金・共済組合などが支給する公的
年金は、所得税法上「雑所得」となります。老齢・退
職を理由とする年金には所得税が課され、年金額から
源泉徴収されます。障害・遺族年金は非課税のため、
源泉徴収はありません。
源泉徴収票が届かない・紛失したなどの場合は日本
年金機構で再発行を受け付けています。基礎年金番号
を確認し、本人が「ねんきんダイヤル」へ連絡してく
ださい。
受付時間＝▼平日…午前8時30分～午後5時15分。
月曜日は午後 7時まで▼第 2土曜日…午前 9時 30 分
～午後 4時
問合せ先＝▼ねんきんダイヤル（☎ 0570-05-1165。
IP 電話・PHS は☎ 03-6700-1165）▼京都南年金事
務所（☎ 075-644-1165）▼市民年金課（☎ 64-1333）

市は、現行の第 3次京田辺市総合計画の
「基本計画」に代わる新たな「まちづくり
プラン」と、まち・ひと・しごと創生法に
基づく「まち・ひと・しごと創生人口ビジョ
ン・総合戦略」の策定を進めています。
両計画の案について、みなさんからの意
見を募集します。
資料閲覧場所＝市ホームページ、企画調
整室、中央図書館、中央公民館、北部・中

部住民センター、三山木福祉会館、社会福
祉センター
提出方法＝資料閲覧場所にある募集用紙
に住所・氏名・意見を書いて、持参・郵送・
電子メールで送信してください
提出期間＝2月10日㈬～3月9日㈬（必着）
提出・問合せ先＝企画調整室（〒 610-
0393〈住所不要〉、☎ 64-1310、メールア
ドレス kikaku@kyotanabe.jp）

市は、下水道事業経営審議会の市民委
員を募集します。
市の下水道事業は、現在、地方公営企
業法の適用に向けた取り組みを行ってい
ます。同審議会では、今後の下水道事業
の経営のあり方について話し合います。
対象＝市内に在住する 20 歳以上で、
平日昼間に開く会議に出席できる人

会議の回数＝年 6回程度
任期＝ 2年間。報酬あり
募集人数＝ 2人

応募方法＝はがきに、住所・氏名・年
齢・性別・職業・電話番号・下水道事業
について関心のある事柄を書いて、持参・
郵送してください
しめきり＝ 2月 19 日㈮（必着）
応募・問合せ先＝下水道課（〒 610-
0332 京田辺市興戸犬伏 18-1、☎ 64-
1352）

同システムは、マイクの音
声を補聴器などに直接伝える
機器で、人が多く集まる講演
会場や雑音が多い屋外など
で、音声を聞き取りやすくす
るものです。
対象＝市内に在住する難聴
者・難聴者団体・イベントの
主催者など
貸出機器＝▼携帯型磁気
ループシステム一式▼受信機
（5台まで）
期間＝ 1週間以内
利用料＝無料
申請方法＝空き状況を確認
し、前日までに申請書を提出
してください

ごみを減らすことは、地球と財布に優しい暮らしを実現す
ること。必要なのは、私たち一人ひとりのちょっとした心掛
けです。ごみ減量のヒントを紹介するシリーズの 2回目は、
粗大ごみの減量についてです。

市は、「京田辺エコパー
クかんなび」から、第８回
子どもポスター展の受賞作
品を描いたマグネットシー
トを寄贈いただきました。
「もったいない」の思いを
込めた子どもたちの作品で
ごみ収集車を飾り、ごみの
減量化を呼び掛けます。

市は、三山木地区特定土地区画
整理地区内の保留地 5カ所を一般
競争入札で売却します。
同地区は、市南部拠点として整
備が進み、商業施設や、保育所（地
域子育て支援センター）、小学校
などが立地する利便性の高い地域
です。
希望する人は、三山木整備室か
市ホームページにある売却案内書を
確認し、物件の詳細や現況を調査し
てから申し込んでください。なお、
郵送では受け付けできません。
売却物件＝右表のとおり

受付期間＝ 2 月 12 日㈮～ 26
日㈮午前 9 時～午後 5 時（正午
～午後 1時、土・日曜日を除く）
入札日＝ 3月 11 日㈮
申込・問合せ先＝三山木整備室

（☎ 65-5540）

市は、松井財産区所有地を
一般競争入札で売却します。
希望する人は、総務室か市
ホ－ムペ－ジにある実施説明
書を確認し、物件の詳細や現
況を調査してから申し込んで
ください。なお、郵送では受
け付けできません。
【売却物件】
場所＝山手東二丁目 1 番
10（＝上図）

地目＝宅地
面積＝ 150.16㎡
予定価格＝ 25,361,000 円
【受付期間】
2 月 4 日㈭～ 18 日㈭午前

9時～午後 5時（正午～午後
1時、土・日曜日、祝日を除く）
【入札日】
3 月 7 日㈪
【申込・問合せ先】
総務室（☎ 64-1337）
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市は、身体に障がいがある人
が、介護保険を利用して福祉用
具の貸与を受けた場合の自己負
担額を助成します。
申請対象＝平成 27 年 7 月～
12 月の福祉用具貸与の自己負
担分
対象者・福祉用具＝下表のと
おり
申請方法＝介護保険自己負担
額の領収書（写し可）、介護保
険被保険者証・身体障害者手帳
の写し、印鑑、振込先の金融機
関の口座番号が分かるものを持
参してください
新たに申請する人や口座を変
更する人は、通帳の写し（名義・
支店名・口座番号が分かるペー
ジ）が必要です。
しめきり＝ 3月 4日㈮

粗大ごみは収集後、燃やすご
みなどのように、そのまま焼却
処理されるわけではありませ
ん。まず人の手で、金属が含ま
れているものと含まれていない
ものに選別します。次に、それ
ぞれ専用機械で破砕し、リサイ
クル可能な金属類を回収した
後、残ったものを焼却します。
こうした工程を経て処理される
粗大ごみの処理費用は、年間約
5千万円に上ります。
しかし、粗大ごみの中には、
まだまだ使えるものも多く含ま
れています。粗大ごみを出す前
に、「もったいない」を意識し、

修理・再利用できないか考えて
みましょう。
市と協働でリユース事業を行
うボランティア団体「京田辺エ
コパークかんなび」は、市民か
ら譲り受けた不要品を修理・清
掃して再生し、格安で販売して
います。
再利用できる粗大ごみは、ご
みとして出さずに同団体に提供
しましょう。あなたの粗大ごみ
が、誰かの宝物になるかもしれ
ませんよ。
問合せ先＝▼清掃衛生課（☎
68-1288）▼京田辺エコパーク
かんなび（☎ 27-5839）
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シリーズ② もったいない！ごみを宝に

㊧「京田辺エコパークかんなび」のみな
さんとポスターで飾ったごみ収集車


